
学校法人松柏学院倉吉北高等学校役員及び評議員報酬規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学校法人松柏学院倉吉北高等学校役員及び評議員の報酬・定年及び退職慰

労金に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（理事長及び常務理事の報酬） 

第２条 理事長及び常務理事の月額報酬は次のとおりとし、賞与は支給しない。 

  理事長    ３００，０００円 

  常務理事   ２５０，０００円 

 

（理事長及び常務理事を除く役員の報酬） 

第３条 理事長及び常務理事を除く役員の報酬は次のとおりとする。 

  理事 理事会１会議出席につき １０，０００円（交通費含む） 

 監事 理事会１会議出席につき １０，０００円（交通費含む） 

    監査１監査実施につき  １０，０００円（交通費含む） 

 

 （評議員の報酬） 

第４条 評議員の報酬は次のとおりとする。 

  評議員会１会議出席につき    ５，０００円（交通費含む） 

  ただし、理事会、評議員会が同一日開催の場合、理事を兼ねた評議員には支給しない。 

  又、寄付行為第２３条１項第２号により選任された評議員には本条規定は適用しない。 

 

 （校長の報酬） 

第５条 校長の報酬は、職員給与として支給し、役員報酬は支給しない。 

 

 （報酬の支払い日） 

第６条 第２条の役員報酬は毎月２１日とし、当日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、

土曜日又は日曜日に当たるときは、それらの休日の前日に支払う。 

２ 第３条の及び第４条の報酬は、会議当日に支払う。 

 

（定年） 

第７条 理事及び評議員の定年は、７５歳とする。任期の中途で７５歳に達した場合は、任期満

了をもって退任とする。 

 

（退職慰労金） 

第８条 退職慰労金は、理事長が退任したときに、これを支給する。ただし、不正その他の自己

の責めに帰すべき事由（経営責任を含む）により退任する場合は、その限りではない。 

 



 （支給金額） 

第９条 退職慰労金は、基準額を下記のとおりとし、これに在任期間（１年未満の端数は四捨五

入による）に応じた支給率（別表）を乗じて得た額とする。 

 理事長       １，０００，０００円 

 

（支払時期） 

第１０条 退職慰労金は、原則退任後３０日以内に支給する。 

 

（規程の改訂） 

第１１条 この規程は、学院の財政状況を勘案して改訂し、理事会において決定する。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１．この規程は平成２５年１１月７日より施行する。 

１．この規程は平成２７年４月１日より施行する。 

１ この規程は平成２９年７月１日より適用する。 

１．この規程は平成３０年１２月１７日に改正し、第４条後段は平成２８年４月１日より適用す

る。 

１ この規程は令和２年３月２７日に改正し、令和２年４月１日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

在任期間 支給率 在任期間 支給率 在任期間 支給率 

１年 ０．２５ ５年 １．２５ ９年 ２．２５ 

２年 ０．５０ ６年 １．５０ １０年 ２．５０ 

３年 ０．７５ ７年 １．７５ １１年 ２．７５ 

４年 １．００ ８年 ２．００ １２年 ３．００ 

 


